
詳しくはコチラをご覧ください。　→　https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/

受動喫煙防止対策に係る相談支援、受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出についてはコチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html



施行は、２０２０年の全面施行へ向けて段階的に進められる予定です。一部の施設については２０１９年７月から。
その後順次施行が進められていきます。

北九州市内、福岡市内、久留米市内、大牟田市内の施設については、それぞれの市の担当課にお問い合わせください。
（北九州市（093）582-2018、福岡市（092）711-4374、久留米市（0942）30-9331、大牟田市（0944）41-2668）

県内の上記以外の地域については、福岡県保健医療介護部健康増進課にお問い合わせください。
（TEL(092)643-3270、FAX(092)643-3271、電子メール kenko@pref.fukuoka.lg.jp）


